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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第62期

第３四半期累計期間
第63期

第３四半期累計期間
第62期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (千円) 5,692,814 5,629,662 9,429,124

経常利益
又は経常損失(△)

(千円) △79,595 △30,030 157,613

当期純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) △11,372 △30,198 158,376

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 840,687 840,687 840,687

発行済株式総数 (株) 6,500,000 6,500,000 6,500,000

純資産額 (千円) 4,045,542 4,158,368 4,231,647

総資産額 (千円) 6,199,086 7,037,894 6,813,200

１株当たり当期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) △1.80 △4.78 25.05

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 5.00

自己資本比率 (％) 65.3 59.1 62.1

　

回次
第62期

第３四半期会計期間
第63期

第３四半期会計期間

会計期間
自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 15.43 15.17

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第62期第３四半期累計期間及び第63期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

また、第62期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、第62期第３四半期累計期間及び第62期は関連会社がないため

記載しておりません。また、第63期第３四半期累計期間は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏

しい関連会社であるため、記載を省略しております。

４．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度における主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間末日現在において当社が判断したものであります。

　

(1) 業績の状況

当第３四半期累計期間における北海道経済は、民間設備投資は緩やかに持ち直しの動きが見られたも

のの、公共工事は横ばい傾向で、個人消費、雇用環境など依然と厳しい状況が続いており、引き続き厳しい

経営環境でありました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

このような厳しい環境のもと、当社は、懸命な営業活動を展開した結果、当第３四半期累計期間の受注

高は、9,509,752千円(前年同期比2,124,590千円の増加)、売上高は、5,629,662千円(前年同期比63,152千

円の減収)となりました。　

損益につきましては、原価低減、費用削減に努力し、経常損失は、30,030千円(前年同期は79,595千円)、

四半期純損失は、30,198千円(前年同期は11,372千円)となりました。　

　

　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① <屋内配線工事>

公共投資の減少、民間設備投資の抑制傾向はあるものの、前期繰越工事の増加に伴い、当第３四半

期累計期間の売上高は2,595,342千円となり、前年同期比416,071千円(19.1％)の増収となりました。

　

　
② <電力関連工事>

送電線及び地中線工事の減少により、当第３四半期累計期間の売上高は1,581,220千円となり、前

年同期比353,914千円(18.3％)の減収となりました。　

　
③ <ＦＡ住宅環境設備機器>

ＦＡ機器製品の物件減少により、当第３四半期累計期間の売上高は689,578千円となり、前年同期

比27,067千円(3.8％)の減収となりました。　
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④ <産業設備機器>

電線・ケーブルの物件減少により、当第３四半期累計期間の売上高は763,520千円となり、前年同

期比98,242千円(11.4％)の減収となりました。　

　
(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比224,694千円(3.3％)増加の7,037,894千

円となりました。

資産の部では、流動資産は前事業年度末比97,243千円(1.9％)増加の5,318,614千円となりました。

これは主に完成工事未収入金639,913千円及び現金預金429,083千円などが減少し、未成工事支出金

1,180,528千円などの増加によるものです。

固定資産合計は、前事業年度末比127,450千円(8.0％)増加の1,719,280千円となりました。

これは主に無形固定資産及び投資有価証券の増加などによるものです。　

負債合計は、前事業年度末比297,973千円(11.5％)増加の2,879,526千円となりました。　

これは主に支払手形及び買掛金219,897千円などが減少し、未成工事受入金382,032千円及び工事未

払金104,385千円などの増加によるものです。

純資産合計は、前事業年度末比73,279千円(1.7％)減少の4,158,368千円となりました。

この結果、自己資本比率は59.1％となりました。　

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　
(4) 研究開発活動

記載すべき事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 22,800,000

計 22,800,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,500,000 6,500,000札幌証券取引所

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であ
り、単元株式数は1,000株であ
ります。

計 6,500,000 6,500,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年10月１日～
平成24年12月31日

― 6,500,000 ― 840,687 ― 687,087

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成24年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

　
① 【発行済株式】

平成24年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式普通株式 179,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 6,271,000 6,271同上

単元未満株式 普通株式 50,000 ― 同上

発行済株式総数 6,500,000― ―

総株主の議決権 ― 6,271 ―

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式628株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成24年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社　北弘電社

札幌市中央区
北11条西23丁目2-10

179,000 ― 179,000 2.8

計 ― 179,000 ― 179,000 2.8

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成24年10月１日から

平成24年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31日まで)に係る四

半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,750,358 1,321,275

受取手形及び売掛金 ※１, ※２
 478,437

※１, ※２
 414,465

完成工事未収入金 2,748,820 2,108,907

商品 6,818 32,811

未成工事支出金 92,635 1,273,163

繰延税金資産 54,824 60,124

その他 91,975 110,366

貸倒引当金 △2,500 △2,500

流動資産合計 5,221,370 5,318,614

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 689,586 664,486

その他（純額） 524,818 513,121

有形固定資産合計 1,214,404 1,177,607

無形固定資産 25,398 121,357

投資その他の資産

投資有価証券 287,334 347,344

その他 75,115 82,360

貸倒引当金 △10,423 △9,390

投資その他の資産合計 352,026 420,315

固定資産合計 1,591,829 1,719,280

資産合計 6,813,200 7,037,894

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※２
 1,027,202

※２
 807,304

工事未払金 317,943 422,329

未払法人税等 40,417 5,156

未成工事受入金 167,880 549,912

賞与引当金 78,930 42,160

工事損失引当金 10,829 13,845

その他 208,783 256,558

流動負債合計 1,851,987 2,097,267

固定負債

長期未払金 71,188 46,144

退職給付引当金 593,495 579,786

役員退職慰労引当金 55,900 65,400

環境対策引当金 3,125 2,920

その他 5,857 88,007

固定負債合計 729,565 782,258

負債合計 2,581,552 2,879,526
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 840,687 840,687

資本剰余金 687,108 687,108

利益剰余金 2,743,228 2,681,421

自己株式 △25,031 △25,246

株主資本合計 4,245,992 4,183,969

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △14,344 △25,600

評価・換算差額等合計 △14,344 △25,600

純資産合計 4,231,647 4,158,368

負債純資産合計 6,813,200 7,037,894
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

売上高

完成工事高 4,114,404 4,176,562

商品売上高 1,578,409 1,453,099

売上高合計 ※
 5,692,814

※
 5,629,662

売上原価

完成工事原価 3,704,711 3,713,853

商品売上原価 1,431,006 1,295,416

売上原価合計 5,135,718 5,009,270

売上総利益

完成工事総利益 409,692 462,709

商品売上総利益 147,403 157,682

売上総利益合計 557,096 620,392

販売費及び一般管理費 649,546 659,512

営業損失（△） △92,450 △39,120

営業外収益

受取利息 1,509 1,465

受取配当金 5,216 5,138

その他 6,894 6,370

営業外収益合計 13,620 12,974

営業外費用

支払利息 231 3,786

その他 533 97

営業外費用合計 764 3,884

経常損失（△） △79,595 △30,030

特別利益

固定資産売却益 80,056 －

特別利益合計 80,056 －

特別損失

固定資産除却損 6 －

会員権評価損 150 －

特別損失合計 156 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 304 △30,030

法人税等 11,676 167

四半期純損失（△） △11,372 △30,198
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【会計方針の変更等】

　
当第３四半期累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与え

る影響は軽微であります。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　
当第３四半期累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

税金費用の計算 当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積り、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性

を欠く結果となる場合は、法定実効税率を使用する方法によっております。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)
　

※１　手形裏書譲渡高

　 　
前事業年度

(平成24年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

　 受取手形裏書譲渡高 243,562千円 202,477千円

　

※２　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形

が、四半期会計期間末残高に含まれております。

　 　
前事業年度

(平成24年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

　 受取手形 　　　　　31,649千円 1,606千円

　 支払手形 5,573千円 　　149千円

　

(四半期損益計算書関係)
　

※　売上高の季節的変動

前第３四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）及び当第３四半期累計期間

（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

当社の売上高は、主たる設備工事業において、契約により工事の完成引渡しが第４四半期会計期間に

集中しているため、第１四半期会計期間から第３四半期会計期間における売上高に比べ、第４四半期会

計期間の売上高は著しく多くなるといった季節的変動があります。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
　

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　

　 　
前第３四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日)

　 減価償却費 59,141千円 68,526千円

　

(株主資本等関係)
　

前第３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月28日
定時株主総会

普通株式 37,943 6 平成23年３月31日 平成23年６月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第３四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 31,609 5 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)
　

前第３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

該当事項はありません。

　

当第３四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

　利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
　

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

調整額 合計
屋内配線工
事

電力関連工
事

ＦＡ住宅環
境設備機器

産業設備機
器

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,179,2701,935,134716,645861,7635,692,814― 5,692,814

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

10,570 348 45,46424,80481,187△81,187 0

計 2,189,8401,935,483762,110886,5675,774,002△81,1875,692,814

セグメント利益 87,133322,559126,17321,229557,096 ― 557,096

(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。

　

Ⅱ  当第３四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

調整額 合計
屋内配線工
事

電力関連工
事

ＦＡ住宅環
境設備機器

産業設備機
器

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,595,3421,581,220689,578763,5205,629,662― 5,629,662

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

172 9,40074,7028,74493,018△93,018 0

計 2,595,5141,590,620764,280772,2655,722,681△93,0185,629,662

セグメント利益 234,804227,904126,69830,983620,392 ― 620,392

(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。

　

２　報告セグメントの変更等に関する事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。

当該変更による、当第３四半期累計期間の各セグメント利益に及ぼす影響額は軽微であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

 １株当たり四半期純損失金額 1円80銭 4円78銭

 (算定上の基礎) 　 　

 四半期純損失金額(千円) 11,372 30,198

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 11,372 30,198

 普通株式の期中平均株式数(株) 6,323,152 6,321,106

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため、記載しておりません。

　

(重要な後発事象)
　

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年２月14日

株式会社北弘電社

取締役会  御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    廣    瀬    一    雄    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    板    垣    博    靖    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社北弘電社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第63期事業年度の第３四半期会計期間(平成

24年10月１日から平成24年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31日
まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社北弘電社の平成24年12月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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